
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬季休業中の新型コロナ感染症にかかる対応について 

 

■「冬季休業中の新型コロナウィルス感染症にかかる学校への連絡について」 

 

・児童生徒や同居の家族の新型コロナウィルス感染症への感染が判明した場合や、濃厚接触者に特

定された場合は、必ず速やかに学校（8：30～17：00）までご連絡ください。 

なお、年末年始期間については下記のとおりといたしますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判明日 連絡方法 

令和４年 12月 29日（木）～令和５年 1月 3日（火） 令和５年 1月 4日（水）に学校へ 

令和 4年(2022年)12月 23日 

大阪狭山市立南第二小学校 

 

学校教育目標 『かしこく やさしく たくましく』 

２学期終業式を迎えて 

                          校長 西川 理嘉 

  本日、２学期終業式を終えました。先日の懇談会には、ご協力をありがとうございまし

た。子どもたちの渾身の作品も堪能していただくことができました 

でしょうか。 昨日はスマイル折り紙美術展を行いました。3年ぶり 

の二小まつりです。子どもたちは、それぞれのスマイル班で作成し 

た作品を、目を輝かせて鑑賞していました。スマイル委員をはじめ、 

6年生がしっかりとリードして、密を避けて鑑賞を進めていました。頼もしい 6年生の姿を

見せてくれました。 また２学期はたくさんの行事があり、たくさんの体験学習を行いまし

た。少しずつですが、外部の方にもご協力いただき、様々な体験の機会を増やしていきた

いと考えています。いろいろな人と触れ合い、いろいろなことに触れることで、子どもたち

の感性が磨かれていくことは間違いないはずです。 

今日は、ぜひ子どもたちを褒めてあげてください。ある本に「子どもの頃の『褒められ

方』が一生を左右する」という言葉が書かれていました。努力したことをまずは「よく頑張

ったね。」と褒めてあげてください。 

   コロナウイルス感染症もまた猛威を振るい始め、子どもたちや保護者の皆様、職員も

少なからず感染していますが、幸い校内で大きく広まることなく２学期を過ごすことができ

ました。日々の感染症対策（教室内や会話をするときのマスクの着用、手洗いや消毒の

励行など）を、特に子どもたちが頑張ってくれている成果だと思います。屋外でマスクの

必要のないことや黙食の緩和が言われていますが、いずれも一定の距離を保つことや、

大声で話さないこと、１５分以上近くでの会話をしないことなど制限があります。それらを

守りながら、子どもたちが健康な生活を送ることができるよう今後も努めていきたいと思

います。 保護者の皆様、地域の皆様、今年も１年 ありがとうございました。 どうぞ、よい

お年をお迎えください。                     

 
○『すこやか教育相談２４』 

   0120-0-78310  ＊２４時間対応の電話相談窓口です。（ＩＰ電話からは、かかりません。） 

○ 大阪府教育センター『すこやか教育相談』 

すこやかホットライン（子どもからの相談） 06-6607-7361  Ｅメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

さわやかホットライン（保護者からの相談） 06-6607-7362  Ｅメール：sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

しなやかホットライン（教職員からの相談） 06-6607-7363  Ｅメール：sinayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

＊電話相談   午前９時３０分～午後５時３０分 月～金曜日（祝日・休日・年末年始は除く） 

＊Ｅメール相談 ２４時間受付（回答は後日）   ＊ＦＡＸ相談  06-6607-9826 

○ 被害者救済システム『子ども家庭相談室』 

＊大阪府教育委員会が運用する権利擁護機関による相談窓口です。 

（18 歳未満のみの対応）0120-928-704［無料電話］ 

（保護者等）06-4394-8754 ＊午前１０時～午後８時  月・火・木曜日（祝日・休日は除く） 

○ 児童相談所全国共通ダイヤル 

    １８９「イチハヤク」 ＊児童虐待に関する通告や子育ての悩み等の相談窓口です。 

○『ＬＩＮＥ相談』 

   実施日：毎週月曜日（令和 5 年 1 月 2 日を除く）（特設日 令和 5 年 1 月 10 日）  

    相談受付時間：午後 5 時～午後 8 時 30 分 

    相談対象者：府内の小学校・義務教育学校・中学校・高等学校・支援学校の児童生徒 

＊学校に配付される『ＬＩＮＥ相談』カードに掲載されている二次元コードからアクセスができます。 

カードがない場合は、各校で掲示されるポスターをご覧ください。 

冬休み中にお子さんのことで何か相談ごとがありましたら、学校が休業日であっても、相談窓口として、市家庭児

童相談室や「フリースクールみ・ら・い」、以下の相談機関がありますので、ご活用ください。 

 


